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資料1－1－1  

厚生労働省発食安第0621001号  

平成19 年 6 月 21日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   

厚生労働大臣柳澤  

諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10粂の規定に基づき、下記の事項に  

ついて、貴会の意見を求めます。  

記  

ポリソルベ－ト20、同60、同65、同80の   

食品添加物としての指定の可否について   
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資料1－1－2  

平成19年9月5日  

薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会   

分科会長 吉倉 庫 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

添加物部会長 長尾 美奈子  

食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会添加物部会報告について   

平成19年6月21日付け厚生労働省発食安第0621001号をもって厚生労働大臣から諮  

問されたポリソルベ－ト20、同60、同65、同80の食品添加物としての指定の可否につ  

いて、当部会において審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告  

する。  
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（別添）   

ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベ  
ート80の食品添加物の指定に関する添加物部会報告書   

1．品目名  

ポリソルベート20  

英名：Polyoxyethylene（20）Sorbitan MonoIaurate、Polysorbate20  

その他の名称：モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、Tween20  

【CAS番号：9005－64－5〕  

ポリソルベート60  

英名：PolyoxyethyIene（20）SorbitanMonostearate、PoIysorbate60  

その他の名称：モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、Tween60  

〔CAS番号：9005－67－8〕  

ポリソルベート65  

英名：PolyoxyethyIene（20）Sorbitan Tristearate、Po暮ysorbate65  

その他の名称：トリステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、Tween65  

〔CÅS番号：：9005－71－4〕  

ポリソルベート80  

英名：Polyoxyethylene（20）Sorbitan Monooleate、PoIysorbate80  

その他の名称：オレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン、Tween80  

〔CAS番号：9005－65－6〕  

2．構造式、分子式及び分子量   

ポリソルベート類は、ソルビタン脂肪酸エステルにエチレンオキシドが約20分子縮合したもの  

である。   

（1） ポリソルベート20、  60及び80の構造式   

W＋X＋y＋Z＝約20  

RCO－は、  

ポリソルベート20では主としてラウリン酸（CH3（CH2）－OCO－）。  

ポリソルベート60では主としてステアリン酸（CH3（CH2）“CO－）  

及びパルミテン酸（CH3（CH2）－4CO一）。  

ポリソルベート80では主としてオレイン酸  

（CH3（CH2）7CH＝CH（CH2）7CO－）。   

ただし、その他の脂肪酸も含む。  
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（2） ポリソルベート65の構造式  

H＿4二鴨叫W  
W＋X＋y＋Z＝約20   

RCO－は主としてステアリン酸（CH3（CH2）“CO－）  

及びパルミチン酸（CH3（CH2）川CO一）。   

ただし、他の脂肪酸を含む。  

RCO（0ちW一中  

CH  0 ∵ 」  
I  

H‾7‾叩叫q暫OR   

C‡ち（叩ち鴫q2P訳  

（参考）エチレンオキシドが20分子縮合し、（）内の脂肪酸のみで構成されるとした場合の  

分子iを参考として示す。  

ポリソルベート20：1227．72  

ポリソルベート60：1311．90  

ポリソルベート80：1309．68   

ポリソルベート65：柑42  

（ラウリン酸）  

（ステアリン酸）  

（オレイン酸）   

（ステアリン酸）  

3．用途  

乳化剤等  

4．概要及び諸外国での使用状況   

ポリソルベート類は、ソルビトールと脂肪酸をアルカリ触媒下で加熱反応させることによっ   

て生成するソルビタン脂肪酸エステルに、エチレンオキシドを縮合反応させることたよって得ら   

れるソルビタン脂肪酸エステルのポリオキシエチレンエーテルである。現在、米国、EUをはじめ   

とする諸外国で、乳化、分散化、可溶化剤としてケーキミックス、サラダドレッシング、ショート   

ニングオイル、チョコレート等に広く利用されている。ポリソルベート類は親水性の乳化剤であり、   

特に、ポリソルベート20は他に比べて親水性が高く、逆にポリソルベート65は他に比べて親油性  

が高いといった特徴を利用して使い鱒けされている。   

米国では、ポリソルベート類は1960年代初頭より食品添加物として認可され、ポリソルベート   

60、同65及び同80について、使用基準を定めた上で、その使用が認められており、ポリソルベー  

ト20、同60及び同80は合成香料及び同助剤のリストに収載され、溶解補助剤として使用できる。   

EUでは、食品添加物指令（1995年）で、ポリソルベート20、同40、同60、同65及び同80が認可   

され、使用基準が設定されている。   

FAO仰0合同食品添加物専門家会議（JECFA）では、1973年の算17回会合において、ポリソルベ  

ート20、同40、同60、同65、同餌はグループ化合物としてÅD10～25mg／kg体重／日が設定され   

ている。また、国際食品規格（CODEX）においてポリソルベート類の使用基準が検討されている。  

5．食品添加物としての有効性   

（1）乳化剤としての特性  

乳化剤は一つの分子に親水基と親油基を持つ物質で、水と油の間、水と空気の間などl；配  

列することによって、乳化を容易にし、また安定化させる。乳化には、水の中に油滴がある  

0／W型と油の中に水滴があるW／0型があるが、ポリソルベート類は親水性が強く、親水基と  
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親油基のバランスの指標であるHLBl）が10－1了の0／W型の乳化剤である。既存の乳化剤の  

多くは親油性が高い低目LB若しくは中HLBである。ショ糖脂肪酸エステルとグリセリン脂肪  

酸エステルは、それぞれエステル化度やグリセリンの重合度、脂肪酸の種類を変えることに  

よって広い範囲のHLBの乳化剤を作ることができるが、ポリソルベート程高いHLBを得るこ  

とは難しいとされている。ポリソルベート類やその他の乳化剤のHLBについて以下の表にま  

とめる。2）  

名  称   HLB   

ポリソルベート類   10－17■   

脂肪酸モノグリセリド   3－4   

ショ糖脂肪酸エステル   3－15   

ソルビタン脂肪酸エステル   2－8   

フ○ロビレンク●リコール脂肪酸エステル   3－4   

植物レシチン  

＊ポリソルベート20：16．7：ポリソルベート60：14．9；  

ポリソルベート65：10．5：ポリソルベート80：15．0  

（2）0／W系での乳化力試験   

大豆油50g、水道水450gの配合に乳化剤を添加しないものを対照区とし、ポリソルベー  

ト60やグリセリン脂肪酸エステルなど表に掲げる乳化剤を5gずつ大豆油又は水道水に添加   

したものを試験区とした。大豆油、水、乳化剤（試験区）をT．Kホモミキサーで、60℃、10，   

000rpm、5分間乳化し、次いで、乳化試験管に移し、室温に放置して、経時的に油層の分離   

量を測定した。その結果、ポリソルベート60を用いた試験区では24時間後の油の浮上は見   

られなかった。しかし、グリセリン脂肪酸エステルやレシチンではゲル状になり均一乳化で   

きなかったほか、ソルビタン脂肪酸エステルやプロピレングリコール脂肪酸エステルでは、   

24時間後に油が100％浮上した。ショ糖脂肪酸エステルについては、24時間後に油滴が存   

在し、乳化力としては不十分であった。2）  

七剤   油層の分離量  
添加方法   HLB  

0．5h   1h   2h   24h  

1∝粍   1∝粍   1竃X粍   10【）ヽ  

0㌔   0％   Ol   Ol  大豆油に添加   14．9   

スチル   ゲル化   ゲル化   ゲル化   ゲルIヒ  大豆油に添加   3．8   

ル   0ヽ   Ot   0ち   0ち1）  水に添加   

スチル   100％   10【粍   1001   1∝粍  大豆油に添加   4．7   

ル脂肪酸エステル   10ヽ   40％   60l   1∝粍  大豆油に添加   3．4  

ゲル化   ゲル化   ゲル化   ゲル化  大豆油に添加  

ポリソルベート60  

グリセリン脂肪酸エ  

ショ糖脂肪酸エステ  

ソルビタン脂肪酸エ  

プロピレングリコー  

1）表面に油滴が浮上  

1）HLB（‖ydrophlicLipoph川cBalance）：油と水への親和性の程度を表わすもの。0から20までの値を取り、Ol＝近いほど親油性  

が高く20に近いほど親水性が高くなる。  

2）ポリオキシエチレン（20）ソルビタン脂肪酸エステルについての成績 花王株式会社 動物用飼料添加物要請書 昭和5了年11  

月  

了   



6．食品安全委員会における評価結果（案）について   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成15年  

10月8日厚生労働省発食安第1008003号により食品安全委員会あて意見を求めたポリソルベ－  

ト20、同60、同65及び同80に係る食品健康影響評価については、平成15年10月29日、平成  

16年4月27日、平成16年7月28日、平成16年9月8日、平成18年4月13日、平成19年  

3月23日及び平成19年5月29日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評価  

結果が平成19年6月7日付けで通知されている。  

ポリソルベ－ト類の無毒性量（NOAEL）は、ラットを用いたポリソルベ－ト00の13週間混  

餌投与試験でみられた下痢を根拠に2％（1，000mg此g体重／日相当）となることから、安全係数  

を100とし、ポリソルベ－ト類（ポリソルベ－ト20、同60、同65及び同80）の一日摂取許容  

量（ADI）をグループとして10mg此g体重／日と設定した。  

なお、その詳細は下記の通りである。  

今回評価を行った4物質（ポリソルベ－ト20、同60、同65及び同80）間に、体内動態及び  

有害影響について本質的な相違はみられず、グループとして評価しADIを設定することが適切  

と考えた。  

反復投与毒性試験では、主な症状として下痢が認められた。通常、難吸収性物質を大量投与し   

た際に認められる下痢は、物理的な要因が推定されることから毒性影響と評価しない。しかし  

ながら、ポリソルベート類については、難吸収性ポリオールによる物理的な要因に併せて消化   

管粘膜に対する局所刺激による吸収率への影響が疑われることから、安全サイドに立った考え  

方により、下痢を毒性影響と評価した。  

ポリソルベ－ト65及び80について、血I血染色体異常試験で一部陽性結果が報告されてい  

るが、発現頻度が低く、かつ、立＝承仰の骨髄小核試験では陰性の結果が得られていることから、   

ポリソルベ－ト類の遺伝毒性は、生体にとって特段問題となるものではないと考えられる。  

ラットを用いたポリソルベ－ト80の2年間混餌試験において、主として雄に副腎髄質の褐色   

細胞腫の発生率の増加備向が報告されている2幼が、カルシウム吸収の増加と共に、難吸収性の   

物質の大量投与に伴い雄ラットに発現する反応であり、類縁化合物といえるソルビトールやアル   

コール等の高用量暴露でも雄ラット副腎髄質に同様の影響が現れることが知られており、ヒトに   

対する発がんリスクを示唆する知見ではないと考えられる。  

強力な発がん物質MNNG（飲水中50ppm及び100ppm）とポリソルベ－ト60の同時投与   

で胃腺がんの発生増加と肉腫の発生及び発がんの増強と悪性度の冗進が報告されているが、試   

験の規模が小さいこと、血厄わ遺伝毒性試験成績が陰性であること等から、ADIの設定におい   

てこれらの試験結果を考慮する必要はないと判断した。  

Brubakerらの1投与量によるラット神経発生毒性試験において、児動物の行動変化が認めら   

れていることから、児の行動への影響を確認するための追加試験が行われ、7．5vol％投与群で母   

体毒性が認められ、児動物に体重増加抑制及び条件回避反応試験の低回避率等が認められた。   

1％以下の投与群では母動物及び次世代（Fl）に対する影響は認められなかった。  

ポリソルベ－ ト類に含有される不純物については、米国での推定摂取量及びそれに基づき算出   

した生涯リスクから、わが国の推定摂取量に基づく生涯リスクを導いたところ、一般に遺伝毒   

性発がん物質の無視しうるレベルとされている100万分の1のレベルを下回っており、そのリ   

スクは極めて低いと考えられる。但し、リスク管理機関としては、引き続き、技術的に可能な  

レベルで低減化を図るよう留意するべきである。  

下痢を毒性影響と評価する場合、各試験のNOAELの最小値は、ハムスターを用いたポリソ  
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ルべ－ト60の12～13ケ月間混餌投与試験の1％（約鮒Omg佗g体重／日）となる。しかしなが  

ら、JECFAでは、この試験成績は古いデータであり、試験手法の問題もあること、この他に信  

頼性のおける長期のデrタがあることなどから、ADI設定の根拠にしないと評価しており、食  

品安全委員会としても同様に評価した。従って、ポリソルベ－ト類のNOAELの最小値は、ラ  

ットを用いたポリソルベ－ト60の13週間混餌投与試験でみられた下痢を根拠として2％（1，000  

mg肱g体重／日相当）となる。13週間反復投与試験のように投与期間の短い試験成績を根拠に一  

日摂取許容量（ADI）を設定する際には、通常の安全係数100に追加の不確実係数を適応する  

のが一般的である。しかしながら、ポリソルベ－ト類については2年間反復投与毒性試験など  

複数の長期試験の成績もあり、これらを全て評価した上で、13週間反復投与試験のNOAELが  

最も低いと判断したものであるから、安全係数は通常の100を適用することとした。  

上記を踏まえ、ポリソルベ－ト類（ポリソルベート20、同60、同65及び同80）のADIは、  

グループとして10mg肱g体重／日と評価した。  

10mg／kg体重／日  

ポリソルベ－ト60の13週間混餌投与試験  

ラット  

混餌投与  

下痢  

1，000mg／kg体重／日  

100  

グループA工）Ⅰ  

（ADI設定根拠資料）  

（動物種）  

（投与方捻）  

（NOAEL設定根拠所見）  

（NOAEL）  

（安全係数）  

7．摂取量の推計   

海外における使用量  

上記の食品安全委員会の評価結果によると以下の通りである。  

欧米諸国において、食品への使用量から推定されるポリソルベ－ト類の1人当たりの一日摂   

取量は、12～］し11mg／ヒト／日と推定される。  

わが国においては、添加物として指定された後に、マーケットバスケット調査等により摂取   

量を精密に把握するべきと思われるが、現時点で、欧米諸国の推定摂取量を超え、ヒトの健康   

に影響を与えるほど摂取されるとは考えられない。  

表．ポリソルベ－－ト（Tween）の市場推定（2002年）  

EU（ton）※1   米国（ton）※2   

／  10・20   10－20   

／  10・20   10・20   

ノ  1500・2500   4000・7000   

／  200－400   2500－5000   

ポリソ  

ポリソ  

ポリソ  

ポリソ  

出典：QuestInternational（オランダのポリソルベ－トメーカー）情報  

※1人口377百万人として、1人一日当たり消費量 12－21mg／ヒト／日  

※2 人口298百万人として、1人一日当たり消費量  60－111mg／ヒト／日  
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8．新規指定について   

ポリソルベ－ト20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80を食品   

衛生法第10条に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第11条第1   

項の規定に基づき、次の通り使用基準及び成分規格を定めることが適当である。  

（1）使用基準について   

1）設定方針  

国際的に汎用されている食品添加物として検討を進めている品目であり、今般、コーデッ   

クス基準（GeneraL Standardfor FoodAdditives）の策定が大幅に進む状況であるため、国   

際基準であるコーデックス基準（ステップ8として採択及び基準検討中を含む。）を勘案しつ   

つ以下のように整理した。  

①コーデックス基準の食品、当該食品での最高使用濃度を、原則、採用する。  

②コーデックス基準であって、米国又はEUにおいて使用が認められている食品を使用対象  

食品とする。  

コーデックス、米国及びEUにおける使用基準とわが国における使用基準案の比較を別  

紙1にまとめた。なお、食品分類 

スにおいて検討中であること、高級ベーカリー由来の推定摂取王は、最高使用濃度をコー  

デックス基準案（5g／kg）とした場合、成人32．1、小児33．6mg／とけ日となり、その王が  

多いことからEUの基準3g／kgを採用した。また、パンについては米国で使用基準が定め  

られているものの、コーデックス基準が検討中であること、パン由来の推定摂取iは成人  

114、小児91mg／ヒト／日（最高使用濃度を3g／kgとした場合）となり、その土が大きいこと  

から今回の使用対象食品とはしない。  

2）摂取量の推定  

使用基準案に基づく最大摂取土は以下により推定した。  

①食品分類毎の一日摂取量は、平成17年度食品添加物一日摂取量調査の報告手（以下、r平  

成17年度報告」という。）に基づいた。  

②平成17年度報告における食品分類とコーデックス基準での食品分類の対応を整理し、各食  

品分類の食品摂取土を推定した。  

③最大摂取王は以下の計算方法により推定した。  

最大推定摂取量＝‡（食品分類毎の食品摂取量）×（食品分類での最大使用濃度）  

最大摂取量の堆定  

成人   小児（1～6歳）   

加糖ヨーグルト   23．7   33．6   

洋生菓子   17．8   25．7   

焼菓子   19．2   20．1   

ココア及びチョコレート  

製品（チョコレートドリン  

ク及びフラワーペースト  
11．4   19．7   

を含む。）  

ソース類   21．6   12．4   

アイスクリーム類   5．86   11．8   
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マヨネーズ、ドレッシング   9．60   6．63   

ショートニング   5．50   4．95   

スープ   13．2   3．86   

ミックスパウダー（焼菓子  

及び洋生菓子の製造に用  0．615   3．12   

いるものに限る。）  

野菜・海藻の漬物   8．75   0．850   

あめ類   0．532   0．850   

チューインガム   0．230   0．815   

氷菓   0．230   0．760   

乳脂肪代替食品   3．16   0．653   

菓子に用いる糖を主成分  

とする装飾品   
1．59   0．420   

即席麺の添付調味料   1．02   0．275   

野菜・海藻の缶詰及び瓶詰  

め   
0．114   0．0850   

非熟成チーズ   0．0167   0．0186   

カプセル、錠剤等通常の食  
125  

品形態でない食品  

その他の食品   20．1   10．6   

最大推定摂取量（ADl比）   289（0．578）   157（0．993）  

単位mg／ヒト／日  

なお、①この推定は使用基準に含まれる加工食品全てにポリソルベート類が最高使用濃度  

で使用されるとする過大な見積もりであること、②使用基準案での対象食品の範囲は米国、  

EUでの対象食品の範囲に留まることから、実際の摂取量は米国、EUでのq日摂取量12～  

111mg／ヒト／日を超える可能性は小さいこと、を踏まえるとポリソルベ」ト類がÅDlを超えて摂  

取される可能性は低いと考える。  

3）使用基準（案）  

ポリソルベ・－ト20の使用量は、ポリソルベ－ト80として、カプセル・錠剤等通常の食品  
形態でない食品にあってはその1kgにつき25g以下、ココア及びチョコレート製品、ショー  

トニング、即席麺の添付調味料、ソース類、チューインガム並びに乳脂肪代替食品にあって  

はその1kgにつき5．Og以下、アイスクリーム類、菓子の製造に用いる装飾品（糖を主成分と  

するものに限る。）、加糖ヨーグルト、ドレッシング、マヨネーズ、ミッウスパウダー（焼  

菓子及び洋生菓子の製造に用いるものに限る。）、焼菓子（洋菓子に限る。）及び洋生菓子  

にあってはその1kgにつき3．Og以下、あめ類、スープ、フラワーペースト（ココア及びチョ  

コレートを主要原料とし、これに砂糖、油脂、粉乳、卵、小麦粉等を加え、加熱殺菌してペ  

ースト状とし、パン又は菓子に充てん又は塗布して食用に供するものに限る。）及び氷菓に  

あってはその1kgにつき1．Og以下、海藻の漬物、チョコレートドリンウ及び野菜の漬物にあ  

ってはその1kgにつき0．50g以下、非熟成チーズにあってはその1kgにつき0．080g以下、海  

藻の缶詰及び瓶詰並びに野菜の缶詰及び瓶詰にあってはその1kgにつき0．030g以下、その他  

11   



の食品にあってはその1kgにつき0．020g以下でなければならない。ただし、ポリソルベ－ト  

60、ポリソルベート65若しくはポリソルベート80の1種以上と併用する場合にあっては，  

それぞれの使用量の和がポリソルベート80として基準値以下でなければならない。また，低  

カロリー食品としての特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。  

カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品：菓子類は含まない。   

非熟成チーズ：マスカルポーネ、モツツアレラなど熟成過程を経ずに製造されるチーズ。   

チョコレートドリンク：チョコレート類を原料として製造したもので、そのまま、又は希   

釈して飲用に供するもの。   

菓子の製造に用いる装飾品（糖を主成分とするものに限る。）：菓子や果物などにかける   

砂糖衣のことで、アイシングやコーティングとして用いられるものである。   

焼菓子（洋菓子に限る。）：いわゆる長崎カステラは含むものの、饅頭、煎餅のような和   

菓子や菓子パンは含まない。   

ス「プ：肉、魚介、野菜などのだしを土台にした汁物であって、主に飲用に供する食品で   

あり、粉末やペースト状にしたものもこれに含まれる。スープには、コンソメやボルシチ   

などが該当するが、和風の汁物やパスタソースなどは含まない。   

ソース類：果実ソースやチーズソースなどのほか、ケチャップも含む。ただし、菓子など   

に用いるいわゆるフルーツソースのようなものは含まない。   

加糖ヨーグルト：糖類を加えたヨーグルトのことであり、飲用に供するヨーグルトドリン   

クは含まない。  

ポリソルベート60、65及び80についても、同様の使用基準とする。  

（2）成分規格について   

ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80の成分  

規格をそれぞれ別紙2、5、8、11のとおり設定することが適当である。（設定根拠はそれ  

ぞれ別紙3、6、9、12、各成分規格（案）とそれぞれ対応する国際規格等との比較は別  

紙4、7、10、13のとおり。）  

12  
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（別糸氏1）  

コーチソクス、米国．EUと日本の比較  

GSFA  GSFA検  
射殺應   

米   国1）  欧相違含乙  日本   

食  品   t高使用  P01y80止at●60  t高使用濃度  

丑正  食品、最慕使用丸  産   （〆kg）   

（mg／kg）  
虎   正   七大使用濃度（〆kl）   

0．1．3．280Vbr8g8Whitono柑  山肌orQ√t川‖T  

【飲料ホワイトナー】   8Ub鵬托utoin  
4，∝旧  採択    boY●柑書○¢○冊聞  

乳脂肪代替  
食品   6．0   

0．4l  
01．“Cro那n■n■logu88  milkor¢r8■m  M眈orG帽■m  仙Ik帥d  

採択   書ub♀Utut0ln  与Ubさtkut●in  Q「○■m  

乳脂肪代せ  
食品   6．0   

【クリーム相似晶】飲料ホワイトナー  b■∨■用g●GOffo●  bovor■g●¢○陶○  ■n■l叫u●■   5  

以外の檀物油脂と水のエマルジョ  0．1l  0．4≠  

ン．植物性脂肪のホイップクリーム零   
01．5．2Milkand¢帽■MPOWdor  

採択  雨眈or¢帽■m 8Ub事tituttlin  

雨眈ort汀●書m  M仙dnd  
Jn■Ioguoき  8ub事titutoin  ¢r●●m  

乳脂肪代替  
食品   5．0   

●－－＝ニーーーi・  ・・・ノニ・・i…  dn■l叫uOS   

【粉乳及び粉末クリーム類似製品】飲 料ホワイトナー以外の油脂と水のエ  0．1l  8．4l  5  

マルジョン及び乾燥嵐模倣乾燥ク  

馴且IUnrip●nOdく；ho●80  
検肘中  

仲仕叫Odl●朋0．10Wf■t  
00tb即川h●○書●0．008I  非勲成チーズ  0．080   

【未熟成チーズ］   
80  

01．TD●i叩－b■80d血sso止8（叫．．i¢●  ；Q●¢rO■m．i¢Om‖kh托  アイスクリー  
Cr88m．i¢Om軋puddin■，hitor  ■b†もl叱  hJjtさho止●t  ム類  
fhvourodyoghu止）  

採択  
non8bn血dl王8dhz●n  加♯ヨーケル  
d●＄8●代80．川   什ozond●専一●止8  ト  3．0   

0．1ヽ  洋生凛子  

【乳性デザート類（例えば、アイスク  
3，∝氾  

リーム、アイスミルク、プディング、フ  
ルーツ又は着香ヨーグルト】ゼリーで  
固めた牛乳，チョコレートムース等も  

含まれる  

02．1．2Vt，g8bbkoils8ndfot8  亨ho止onint訂Oi＝l；  F8t  ショートニン  
Whわp●dodibl●Oil  ●mul8ion8  グ   

5．m  採択  
brb■柚叩  
pu叩030  

5．0  

（nM且bnd】ldl2■db■k島d  

【植物性油及び脂肪】  ▲1l▼…一■・  



02．1．3brd．talbw．侮ho弓I，即Idothor  
an；malbts   

5．000  採択  

OZ．2．l．3馴8n由ofbu憤orand  
m訂卵パno   

5．000  採択  

02．2．2Emul扇onさ¢OntOini叩l●8＄軌1n  
80ヽfdt   5．000  採択  

02．3F鵬Omul血∩8m■柑ofty叩Oiト  
in－Wdt●r．includi叩mix●dさnd／w  

fhvourodproduGt8b轟亨●doれf轟t  5．0【旧  操択  
emul5ions  

02．4Faトb■的dd0880血OX¢lud事n丘  
d■れ－ba£Odd●＄き○代PrO血路tさ靡旬○ 印t 

OtOけ01．†   

●●…・．」、，●．二●  Edibl●ic●も   

80rbot  採択  氷稟   1．0   

【シャーベット及び80botを含め土用  

氷】   
ロ  

04．1．2．8Frujtpr叩椚血糊．；nGludi叩  
Pulp，Pu「005．h血toppl叩8抑d  
GO¢OnUtmilk   

l．∝旧  檎肘中  

馴い．2．9Fru托－b暮さ●dd08き○血．ln¢l．  1…●■・● ●－  D●●暮○巾   

hlit一凡8VOur即日帽tOrb■80dd088●血  採択  d●一書●血0．用   1●－…・  
0．1I  洋生稟手   8．0   

〔果実の響りを付けた水を主成分とす  
3．000  3  

るデザートを含め、果実を主成分とす  
るデザート】  

0ヰ．2．2．3V叩Ot●bl●8（in¢l∬u8hr001¶膚  ■▲・●■・  
仙両，mOt8＆ubo帽．Pリー8耶＆  Pmdu（血500mg／k■  
Jogum00【（in¢l．80yb8醐孤＆■l㈹  
V●鴫）＆事…W匂○血inv；nogaれOil．0r  換肘中  

野菜及び滞  
縞の漬物   0．50   

brlno  
500  

【酢、油、塩漬、書油漬lナした野巣  
（マッシュルーム．キノコ無．根茎及び塊  

茎．豆類【大玉を含む】．及びアロエベラ  

04．2．2．3V●gObbl08（inc】．Mu5hr00m8  08nn●d叩i¢Od■r●On  
仙丹由．r00b＆ub●帽，P山8郎＆  b00中●（一組o肘30ppm  
lo即mO＄【（in¢lJOyb00nO札＆●b●  

野農・鳥よの  
検討中  缶姑及び瓶  0．030   

∨Ora）＆駅脚椚脚ね汁vin●騨「．0il．訂  
brino  

恰め  
30  

［缶陰又は瓶睦め（殺菌した）野菜  
（マッシュルーム．キノコ類，根茎及び  

塊茎．豆類【大王を含む】．及びアロエぺ  
ラを含む）及び海手頬  

一
－
 
 
 



04．2．2．6V8get8bI8（hd．mu5hr00mS且  
～ngi．roqts＆tubers．pul60S＆  
l8gUm8S【（inGl．soyb00nS）］，＆8loo  
㈹「8）．s8aWeモd．0th8rthさnO4．2．2．5＆  

nut8nds88dpulps8ndpr8P．（0．gり  
V8g8t8bl8血sse止5et¢．）  採択  

【ヰ．2．2．5（野菜のピューレ．ピーナッツ  
／くタ一等）以外の野菜（マッシュルー  
ム．キノコ類．根茎及び塊茎．豆類【大豆  

3，000  を含む］．及びアロエベラを含む），海草  
類及びナッツ・確実果肉の調製品（例  
えば野菜起領のデザートソース．甘  
味漬け野菜）。あんが含まれる。  

05．1．2Coc08mix8S（syn」PS）  cho¢0l8tO凡avorod  

採択   SyruP60．05l  
チョコレートド  
リンク   

0．50   

【ココアミックス（シロップ）】酵素分解し  

たもの   

05．1．3Cocoa－bas8dspreads，inGl．  GaG■OPrOdu¢tSO．5l  フラワーベー  
F紬ngs  スト（ココア及  

1  
ぴチョコレート  
を主要原料と  
し、これに砂  
糖、油脂、扮  

採択  乳、卵、小麦  
扮等を加え、  

1．0   
1，000  

加熱殺菌して  
ペースト状と  
し、バンまた  
は美子に充て  
んまたは塗布  
して食用に供  

【フィリングを含めココアを主成分とす  するものに限  
るスプレッド】  る。）  
05．1．4C（）C08and¢hocoktoprods  ＄tandadizod¢さG80  ココア及び  

採択   produ¢t＄0．5l  チョコレート製  
5．000  ⊂コ  口R   5，0   

【ココア及びチョコレート製品】  

05．1．5］rTlit8tionchoc0late．chocolate  

Subst托uteprodu¢tS   5，000  採択  
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05．2Confo¢tionoけin¢＝1さd＆soR  8一心鮎ially  goI■tin曲亭＄Ort8■nd  

C8ndy，nOUgatet（トロthorth8nO5，1．  SWO虎8∩●dg0l8tin  
05．3．05．4．  採択    d●8SO血■ndthoir  

あめ精   1．0   

mix080．51（dlY  

【硬賞及び軟質のキャンディ、ヌガー  
woightb■扁hugor  
b85●dg0l■till  

等を含め、05．1（ココア及びチョコレー  doさ＄○ぬmix●も  
ト製品）、05．3（ガム）及び05．4（トッピン  

グ）以外の美子］   1，000  
（n8血相ほ■棚血I  
80暮or■製剤経由）  

0．51；■止椚d■I～  
与W帥t●nOdg0l■厄n  

d08SO止  
mix●＄（n■tur■ほ  

8畑山l¢○】or与製剤  

経由）3．8l  

05．3Ch8Wir帽gUm  ¢ho鵬ng  

採択  
チューインガ  

■um   ム   5．0   
5．000  5  

【チューインガム】  

05．4Do¢○帽t；on8（0．gりわ「市n●  nonsbndさrd；zod  印koi¢I叩Ond  
出血叩‖帽「朗）．toppi叫S（non－f山it）  00nf●虎io冊け  Gさko刷i叩80，32l  

菓子に用いる  

：ll▼●、：●  採択    ●二l．＝，  
♯を主成分と  
する美子に用  

8．0   
io一喝且ndG■b  

3．∝旧  創伽騨沌．3之l；8U即r  
いる装♯晶  

【飾り付け、たとえば高級ベーカリー  、●－●－■二  
製品用の、トッピング（非果実系）及  ●＝こ】＝  
ぴスイートソース］  

06．ヰ．2Dri8dp8St888ndn00dl05■nd  
tik8PrOdut：b  

5．000  検肘中  

【乾燥バスタ及びめん類、及び類似  
梨晶】  

06．4．3Pro－COOkodp85bsdnd  

n00d】8S馴Idlik●PrOdud5   5，000  桟肘中  

0＄．5G8r88lsandstarGhbasod  nonsbndardizod什ozon  Do丘拍止8   

d08S●正吉（0．g．．血opuddi叩．t叩io¢さ  dos501t80，1ヽ   什ozond08帥止さ  
pudding）  採択  0．1l  3   洋生菓子   3．0   

3．000  

【穀類及びでん扮を主成分とするデ  
ザート（たとえば、米のプディング、タ  

ビオカブディング）】  

06．88■牧○帽（叩りねrbr印dingor  

b■伽柑forf弓shorpou叫）   5．000  錘択  
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0了．1．18r08dsandrolls  yoさSt－l朗V¢nd  

検討中   bdkoけPrOduct8  
0．5㌔  

［バン及びロール／くン】   3．000  

07．1．2Crack即S，eXGtudingsw8et  検討中  yt】aSト1eavend bakelrOduG 焼菓子（洋業  
crack8rS  nPtS  子に限る。）   3．0   
【甘味クラッカー以外のクラッカー］ イ 

ースト不使用   

07．】．30therDrdina咋bakery  y885卜！08YOnd  
produGtさ（8．g．．bag】8S．P；ta，Engli8h  検討中   b8k8けprOducts  
mu作ns）  0．5I  

【他の通常のベーカリー製品（たとえ  
ば、ベーゲル、ピタ、イングリッシュマ  
フィン）イースト不使用   

07．1．4Br88ds－tyPeprOducts．incl．  yodSt－l88V8nd  
bre8dstuf裾gandbreadGrUmb6  検討中   bak8けPrOduGtS  

∩汽t  
【ブレンドスタッフィング（ローストター  

キーなどの詰め物）及びパン小片（ク  
ルトン）を含む、バン製品】・   

87．1．5Stea汀18dbroddandbuns  
5．000  検討中  

［蒸し／iン及びブドウ／くン］  

07．1．6Mixesforb代鳳d即1dordin馴γ  y印8t－loavond  
b8ke丹W8「8§  5．000  検討中   b■koけPrOduGtS  

0．5l  
［／くン及びベーカリー製品ミックス】  

07．2Finebak8叩W8reS（sw¢8L  ¢■ko（7，2．りand  ¢■ko（7．2．1）and  Finob8koけ  
S81ty，SaVOUry）andmixe＄  

焼菓子（洋菓  
¢akomixosく丁，2．3）  G8kt】mFxos（7．2．3）  WarOS   子に限る。）、  
0．48％；y印8t－  0．32％  洋生菓子、  
IoさVOndb8koけ  ミックスパウ  

検討中      productsO．5l  ダー（焼菓子  3．0   
及び洋生某  

5．000  3  子の製造に  
用いるものに  
限る。）  

［高級ベーカリー製品（甘い、塩味、  
セーポリー）．  

ミックス】  

08．2Pr（）GOS50dm08t．POUttけさnd  
gさm8Pmdu（；tSinwhoIopieGe80r  採択  

〔枝肉又はカット肉の加工食内、食鳥  
肉及び猟獣鳥肉製品】   

08．3ProG8SStId（；Omm血ut引＝川和t．  
POUltry．抑dg8mePrO血．  採択  

［加エした、細断食肉、食鳥肉、及び  
猟獣鳥肉製品】   
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8．ヰEd貼Ie¢■8ing6（叩．，紺US8g8  

GaSi叩S）  
1，500   

採択  

【可食ケーシング（たとえば、ソーセー ジの々 
・－モノ、ノゲ1 

10．4Egg－bさSed鵬sse代s（hg．．  8ug8rb8SOd  
Gu5也rd）  採択   PuddingmixosO．5l  洋生菓子   3．0   

3．000  
【卵を主成分とするデザート（例、カス  
タード）】  

12．1S■It  ¢○■帽■¢けgbIきOd；リm  
採択  Chlor竜d010ppm  その他の食  

晶   
0．020   

10  

【食塩】  

12．2．1日別七■nd印iGOS  

2．000  検討中  

レヽ－プ及び香辛料】  

1乙2．2S8a80ni叩5（inGl．salt  
substねJt08）．＆¢Ondimonts  
（○■。帥aSOni叩forin戒8ntn00dl●S）  採択  

即席麺の添  
付鯛味料  5．0   

5，000  
【（食塩代換え晶を含む）調味料、及  
び薬味料（例、即席麺用臍味料）  （斡四からの  

要請）  

12．5So岬S即1dbroths  Soup   
採択  スープ   1．0   

［スープ及びブロス】   

1，000  

12．8．1Em山8ifi8dさ8u（；○も  ■・ご ：一 ▲  Emu】島椚od  

（8．＆．m8yOnM由柑．封血ddrossing）  採択  8aUt；08   
マヨネーズ  

5  ドレッシング   
＆0   

8．㈹  
【乳化ソース翔（例、マヨネーズ、サラ  
ダドレッシング）  

12．8．2Non－¢mリー＄嗣ods■u¢OS  ■・●・・－二・l＝＝＝＝一ト  

（駄g．．ketく；hup，Ch08SO拍UG0．¢r08m  
採択  

脚d■祀伽如Ic0lor鍾  
＄8u印．browngr8Vy）  由）0，005l  ソース類   5．0   

5．∝氾  

【乳化していないソース（例、ケチャツ  
プ、チーズソース．クリームソース、相  
色グレービー）1  

12．8．3Mix08hrも8∪¢OSさndgrさVios  

採択  

5．α）0  

【ソース及びグレービーのミックス】  

一
¢
 
 
 



12息4Cl88「＄8uC85  

5．000   
採択  

（例、魚醤）  

12．7S8lads（8ふm8CdrOnisさt8d．  
potさtOS8lad）and8抑dwich8Pr08ds  
（exc‡，COG08－■ndnuトb粥8d  採択  

SPreadさ）  

［サラダ（たとえば、マカロニサラダ、  

ポテトサラダ）、及びサンドイッチスプ  
レッド（04．2，2．5若しくは05．l．3のカカ  

オ、ナッツを主原料とするスプレッドを  

ほ9．5Pro亡oinprod5  採択  
［たん白賞製品】   

4，000  

13．3Dkteti¢f00dsintond8dfor  

SPeGialmedic81pu「pos8S（exc山ding  
PrOdu¢tSOff00dt；8tegO丹13．り  採択  

1．000  
［特定の治療目的の規定食品】13．3．l  
は．13．3としてまとめて採択された。  

13．4Dieteticfomulaeforslimming  Dietetic 
PU叩OSeS8ndweightroduction  f00d＄for  

採択  …海ht  低カロリー食  
contr0l   晶に関する特  

1．000  別用途凛示  

［痩身及び漉1日的の配合食品】  の許可または  
承認を受けた  

食品  

13．6F00dsupplemQntS  V江●汀Iin－min●r■l  

Pr●P■円心on175－  カプセル、錠  

採択  475mg／r8eOmmOndod  剤等速常の  
食品形態でな  25   dailydoso  

25．000  い食品  

〔栄養補助食品】  

14．1，4Wat8rbas8dfl丘VOur8ddrinks．  
including’’sport．′‥’en8r訂．0「  

′’0leGtrOlyt8”drinksさndp8止iculated  
drinks   

一
¢
 
 
 



14．2．6Dist川odspiritou8bever8ge  

［蒸留酒］追加され．採択された食品  
分類   

14．2．7Aromat；zod8lcoh01k  

b帥OrageS（8．g．，be叫Wino，＆  
SPiパtousG“〉l凱「1y叩bovor8gO＄．low  
＝●1●こ」   

【寄り付けしたアルコール飲料く例、  
ビール、ワイン、蒸留したクーラー  
酒、低アルコールリフレッシャー）】   

18．000mP05itof00由イ00由軌■t  
GOuldnく〉tbt＝血¢Odin¢8tOgOrios  
0ト15  

［社台食品一食品分類0ト1引こ分類  
されないもの】   

1）p01ysorbさt060．80．65、及びsorb如nmono雨脚■t●組合せ使用時lま合計tとして単独使用時のt高使用濃度が適用される  
2）polyso止血60，80．65、え0組合ぜ使用時の使用濃度は合計tとして書独使用時の■高使用濃度が適用される   



（別紙2）  

ポリソルベー ト20  

Polysorbate20  
Polyoxyethylene（20）sorbitanmonolaurate   

【9005－64・5】  

定  義 本品は，ソルビトール及び無水ソルビトールの水酸基の一部を主としてラウ   

リン酸でエステル化し，酸化エチレン約20分子を縮合させたものである。  

含  量 本品は，オキシエチレン基（－OCH2CH2＝44．05）70．0～74．0％を含む。  
性 状 本品は無～だいだい黄色の油状の液体で，わずかに特異なにおいがある。  

確認試験（1）本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペ   

クトルを参照スペクトルと比較するとき，同一波長のところに同様の強度の吸収を  

認める。  

（2）本品0．10gを量り，フラスコに入れ，水酸化ナトリウム・メタノール溶液（1→  

50）2mlを加え，還流冷却器を付け，水浴中で30分間加熱する。還流冷却器から三  
フッ化ホウ素・メタノール試液2mlを加え，30分間加熱する。次に還流冷却器か  

らへブタン4．Omlを加えて5分間加熱する。冷後，飽和塩化ナトリウム溶液10ml  

を加えて約15秒間振り混ぜ，飽和塩化ナトリウム溶液を加え，上層をフラスコの  

口まで上昇させる。上層2mlをとり，水2mlで3回洗った後，無水硫酸ナトリウ   

ムを加えて脱水したものを検液とする。別に，ラウリン酸メチル0．05g，パルミチ   

ン酸メチル0．05g，ろテアリン酸メチル0．08g及びオレイン酸メチル0．10gを量り，   

ヘブタンを加えて50mlとし，比較液とする。検液及び比較液をそれぞれ‾1〃1ずつ  

量り，次の換作条件でガスクロマトグラフィーを行うとき，主としてラウリン酸メ  
チルに対応するピークを認める。  

換作条件  

検出器 水素炎イオン化検出器  
カラム 内径0．25mm，長さ30mのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグ  

ラフィー用ポリエチレングリコールを0．射皿の厚さで被覆したもの。  

カラム温度 80℃から毎分10℃で昇温し，220℃に到達後，40分保持する。  
注入口温度 250℃  

検出器温度 250℃  

注入方式 スプリット（50：1）  

キャリアーガス 窒素又はヘリウム  

流量 ラウリン酸メチルのピークが約10分後に現れ，ステアリン酸メチルとオ  
レイン酸メチルが分離するように調整する。  

純度試験（】．）けん化価 40～55（2．Og，香料試験法）  

（2）酸価 2．0以下（香料試験法）  

（3）水酸基価 96～108（油脂類試験法）  
（4）鉛 Pbと㌧て2・0〃g／g以下（5・Og，第1法）  

（5）ヒ素 As203として4．0〃g／g以下（0．50g，第3法，装置B）  
（6）酸化エチレン1．0〃g／g以下，ジオキサン10〃g／g以下  

本品約1gを専用バイアル瓶に精密に量り，水1mlを正確に加え，検液とする。   
別に，ポリソルベー ト用酸化エチレン・テトラヒドロフラン試液2．5mlを正確に量  

り，水を加えて正確に100mlとする。さらに，この1mlを正確に量り，水を加え   

て正確に100mlとし，酸化エチレン標準原液とする。また， 

密に量り，水を加えて正確に100mlとする。この液1mlを正確に量り，水を加え  
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て正確に200mlとし，ジオキサン標準原液とする。酸化エチレン標準原液5ml及  

びジオキサン標準原液10mlを正確に量り，水を加えて正確に50mlとし，標準液  

とする。本品約1gを専用バイアル瓶に精密に量り，標準液1mlを正確に加え，  

比較液とする。検液及び比較液を密栓し，加温しながら均一となるまでかくはんし，  

次の条件でヘッドスペースガスクロマトグラフィーを行う。検液の酸化エチレン及  

びジオキサンのピーク面積A恥及びAでd並びに比較液の酸化エチレン及びジオキサ  

ンのピーク面積A鮎及びA鮎を測定し，次式により試料中の酸化エチレン及びジオ  

キサンの量を求める。  

A恥×Ce  

（〟釘g）  酸化エチレンの量＝  

（A鮎×Wカー仏恥×WR）   

検液中の試料採取量（∂  

比較液中の試料採取量（∂   

ただし， WT  

WR  
C。：比較液に添加された酸化エチレンの量（〃∂  

ATdXCd  

（〃g／g）  ジオキサンの量＝  

（A鮎×WT）－（ATdXWR）   

検液中の試料採取量（∂  

比較液中の試料採取量（∂  

比較液に添加されたジオキサンの量（〃∂  

間
鴨
C
d
 
 
 

し
 
 

だ
 
 

た
 
 

操作条件   

検出器 水素炎イオン化検出器   

カラム 内径0．25mm，長さ60mのガラス又は石英製の細管に、ガスクロマト   

グラフィー用25％－ジフェニルー75％－ジメチルポリシロキサンを1．41上mの厚さ  

で被覆したもの。   

カラム温度 40℃で10分間保持し，その後毎分10℃で昇温し，100℃に到達後，   

10分間保持する。次に毎分20℃で230℃まで昇温する。   

注入口温度150℃付近の一定温度   

検出器温度 250℃付近の一定温度   
注入方式 スプリット（20：1）   

キャリアーガス ヘリウム又は窒素   

流量 ジオキサンのピークが約22分後に現れるように調節する。   
ヘッドスペースサンプラーの操作条件  

バイアル内平衡温度 70℃  

バイアル内平衡時間 45分  

注入ライン温度 80℃   

注入量1．Oml   

カラム選定 標準液1．Omlを専用バイアル瓶に量り，用時調製した2mg／Lアセ   

トアルデヒド水溶液0．10mlを加える。密栓し，加温しながら均一となるまで   

かくはんし，上記の条件で試験するとき，アセトアルデヒド，酸化エチレン，  

ジオキサンの順に溶出し，それぞれのピークが完全に分離するものを用いる。  
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水  分 3．0％以下 （1g，逆滴定）  

強熱痍分 0．25％以下（5g，800℃，15分）  

定量法（1）装置 概略は，次の図による。   

A：側管付反応フラスコ（直径28mm，12／18のすり合わせ。二酸化炭素導入管の  
内径1mm。）   

B‥冷却掃集管（冷却管の内径9mm，描集管への導入部の内径2mm。吸収管  
Cへの接続部は7／15のすり合わせで内径2mmの管。）   

C：吸収管（内径14mm）   

D：吸収管（内管の外径8mm，蛇管の底部の開口2mm，蛇管は1．75mm23段，  
1段8．5mm。外管の内径約12．5mmで，蛇管の最上段の部分から7cm上  

に側管付。側管の内径3、5mmで底部の開口は2mm。活栓はシリコーング  
リ・－スを塗っておく。）   

E：最終吸収管  

（2）操作法 冷却捕集管Bに赤リン0．06gを水100mlに懸濁したものを満たし，吸収   

管Cに硝酸銀・エタノール試液10ml，吸収管Dにオキシエチレン測定用臭素・臭   

化カリウム試液15ml，吸収管Eにヨウ化カリウム溶液（1→10）10mlをそれぞ  
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れ正確に入れる。試料約0．065gを精密に量り，反応フラスコAに入れ，ヨウ化水素  

酸・・10mlと沸騰石を加え，反応フラスコAを冷却捕集管Bに接続し，二酸化炭素を  

ほぼ1秒間に泡が一つ出る速度で装置内に流す。反応フラスコAを油浴中でゆっく  

りと140～150℃に加熱し，この温度で40分以上反応させる。冷却捕集管B内のく  

もりが消え，吸収管Cの上清がほとんど完全に澄明になるまで加熱する。反応終了5  

分前に吸収管Cを水浴中で50～60℃に加温し，溶存するオレフィンを完全に留去す  

る。分解反応終了後，吸収管D，Cを注意してこの順にはずし／その後，二酸化炭素  

の供給を止め，反応フラスコAを油浴からはずす。吸収管Dの下の接続部を，あら  

かじめ水150mlとヨウ化カリウム溶液（1→10）10mlを入れた500mlのヨウ素  
瓶に接続する。吸収管Eをはずし，吸収管Dの側管を水で洗い，洗液を吸収管Eに  

合わせる。吸収管Dの内溶液をヨウ素瓶に注ぎ，吸収管Dの内管及び蛇管を水で洗  

う。吸収管Eの内容液をヨウ素瓶に加え，吸収管Eを水で洗いヨウ素瓶に合わせ，  

密栓して5分間放置する。希硫酸5mlを加え，直ちに0．05mol几チオ硫酸ナトリウ  
ムで滴定する（指示薬 デンプン試液2ml）。別に空試験を行い補正する。吸収管C  

の内容液をフラスコに移し，吸収管Cを水で洗い，水を加えて150mlとし，加熱沸  

騰させる。冷後，0．05moⅣLチオシアン酸アンモニウム溶液で滴定する（指示薬 オ  

キシエチレン判定用硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）試液3ml）。別に空試験を行い補正する。  

次式により，試料中のオキシエチレン含量を計算する。  

（B－S）×0．05×2．203  （B－－Sり ×0．05 ×4．405  

オキシエチレンの含量＝  

W  W  

ただし，B：空試験における0．05moVLチオ硫酸ナトリウム酸溶液の消費量（ml）  

S：本試験における0．05moⅣLチオ硫酸ナトリウム酸溶液の消費量（ml）  
B－：空試験における0．05momチオシアン酸アンモニウム溶液の消費量  

（ml）  

S－：本試験における0．05moVLチオシアン酸アンモニウム溶液の消費量（ml）  

W：試料採取量（g）  
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ポリソルベート20  

％T 50  

3000  2000  1500  
Wavenumber（Cm－1］   




